
「2022 じばさん冬の市」出展者 募集要項 

                                         

 

【イベント名称および開催日時】 

「2022 じばさん冬の市」 

令和４年１２月１０日(土), １１日(日)の 2 日間 １０時～１６時 

                                         

 

【主催＆会場】 

（公財）桐生地域地場産業振興センター（桐生市織姫町２－５） 
                                         

 

【出展資格】 

桐生地域（桐生市、みどり市）内に所在する（製造場所も可）地域産品製造業者 
  ※食品，飲料，菓子などを調理の上、販売する出展者は、群馬県仮設営業許可証のコピーをご提出下さ

い。また、火気使用の出展者はイベント当日、消火器の設置をお願い致します。 

                                       

 

【小間】 

◆屋内小間サイズ １小間＝１．８ｍ×１．８ｍ 
・机（１小間あたり１枚（サイズ 180 cm×60cm））とイス（１小間あたり１個）を用意します。 

・机、イス、その他備品を持ち込むことは可能です。 

・センターが用意する机１枚のほか机をご希望の場合、有料にて貸出致します。 

（机１枚 1,000 円／数に限りあり） 
 

◆屋外小間サイズ  
 １小間＝２．５ｍ×２．５ｍ  

・机、イス、テントの貸出はございませんので、備品は全てお持ち込み下さい。 

・強風の際のテント管理など、持ち込み備品に関する安全管理は全て出展者が行って下さい。 

 

◆小間数  

１社あたり最大２小間まで申込可能ですが、申込多数の場合、最大１小間までとさせて頂く場合がござい

ます。予めご了承下さい。 

                                         

 

【会場・出展料金】 

会 場 
出展料金 

（１小間・税込） 
備考 

会

場

① 

１階「第 1 ホール」 

および１階ロビー 
10,000 円 ※  

会

場

② 

中 3 階「第 2 ホール」 ７,000 円 ※ 
同会場において全国物産品の販売を予定 

（※変更になる場合がございます。） 

会

場

③ 

屋外 ８,000 円 ※ 
※火気を使用される場合は、屋外出展となり

ます。なお、車両販売を希望される場合は、

事前にご相談下さい。 

 

※出展料の割引制度がございます。（桐生商工会議所会員様など対象）詳細はお問合せ下さい。 
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【会場レイアウト及び小間配置】 
・感染症対策の都合等により、従来の会場レイアウトを変更する場合がございます。予めご了承下さい。 

 ・会場レイアウト及び小間配置の詳細は改めてご連絡致します。 

 ・混雑や蒸気・臭い等の発生など予想される場合、その他、電気配線の使用有無などの条件を考慮して、

希望会場からの移動や小間配置の指定をさせて頂く場合がございます。予めご了承下さい。（蒸気・臭い

等の発生が予想される場合は事前にお申し出下さい。） 

・センターが小間配置を決定する箇所以外の配置は、出展者説明会にて抽選により決定します。（予定） 

・抽選は申込み順で実施します。 

・小間配置の決定に異議を申し立てることはできません。 

                                         

 

【開催の中止および感染症対策】 

・感染症の拡大等により、開催を中止する場合がございます。その場合、出展料金や電

気料金などはご返金致します。 

 
・出展者及び来場者の安全を確保するため、開催当日は消毒液・検温器の設置や、通行方向の制限など実

施する予定です。また、開催当日に出展者から「体調申告書（仮称）」をご提出頂くなど、感染症対策の

お願いをする予定です。（詳細は出展者会議でご連絡致します。） 

                                         

 

【出展申込】 

◆申込方法および申込先 

 別紙申込用紙に必要事項を記入の上、地場産センターへご提出下さい。 

（メール，ＦＡＸ，持参いずれも可） 
（公財）桐生地域地場産業振興センター〒376-0024 桐生市織姫町２－５    電話 0277-46-1011 

  FAX 0277-46-1014 

メール kanri@kiryujibasan.or.jp 
◆申込受付期間 

１０月５日（水）午前１０時より １０月１１日（火）午後５時まで （先着順） 
 

◆その他 
・センターにて出展申込書を受領した後、受付完了のお電話を致します。センターからの電話が無い場合

は出展申込書が到着していない可能性がございますので、お問い合わせ下さい。 
・出展申込の締切日前であっても、出展希望者多数の場合は、先着順により受付を締め切らせて頂くこと

を予めご了承下さい。 

・出展料等は、１１月上旬に開催する「出展者説明会」の会場にてお支払い下さい。 

 

◆出展キャンセル 
・お申込後、会場レイアウトや小間数などについて確定し次第、ご連絡を致します。その際、希望の会場

や小間数ではない等の場合は出展をキャンセルすることが可能です。（会場レイアウトや小間数などにつ

いて改めて連絡致します。その際にキャンセル可能締切日をお伝えする予定です。 

・準備の都合上、出展キャンセルのお申し出はキャンセル可能締切日までとさせて頂き、それ以降にキャ

ンセルのお申し出を頂いた場合、出展しなくても出展料を徴収致します。 

・出展者からご提出頂いた「体調申告書（仮称）」により、高熱などを確認した場合は出展を中止頂くこと

になりますが、その際も出展料はご返金できませんので予めご了承下さい。（感染証明書などご提示頂い

た場合のみ返金の対象と致します。） 

                                         

 

【電気使用料金】 

電気（１Φ・100V）を使用する場合は、以下のとおりご負担をお願い致します。 

◆500W までの使用＝1,000 円（税込）／◆1500W までの使用＝3,000 円（税込） 

※１Φ・２００Ｖ および ３Φ・２００Ｖは使用不可。その他、合計の電気容量が多い場合は、使

用制限をさせて頂く場合もございます。予めご了承下さい。 
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【イベント開催チラシおよび広告料】 
・桐生市、みどり市等へ、イベント開催チラシを配布する予定です。（部数など未定） 

 ・チラシに全出展者の業者名および画像を掲載する予定です。（料金は無料／サイズは未定） 

 ・なお有料ですが、チラシへの掲載サイズ拡大を希望される場合は申込書記入欄にご記入下さい。 

（料金は未定） 
                                         

 

【来場者へのプレゼント企画】 

来場者増大を目的とした「商品プレゼント企画」を予定しております。景品協賛として上代 3,000 円程

度の商品をご提供頂きたく、ご協力のほど宜しくお願い致します。※イベント当日に頂戴します。 

                                         

 

【出展者説明会】 
以下のとおり出展者説明会を行いますのでご出席下さいますよう宜しくお願い致します。 

・日時：１１月上旬 ※開催日時については１０月中旬までに改めてご連絡を致します。 

・会場：地場産センター 

・内容：小間配置の決定や搬入搬出等注意事項の説明、ＰＲ用資料の配布を行います。 

                                         

 

【販売】 
・出展形態は原則として出展者による対面販売とし、自社小間内での販売行為（接客，集計，受領．包装

等）を出展者自らが実施するものとします。 

 ・酒類の販売、提供を禁止とさせて頂きます。 

                                         

 

【その他 出展規約】 

（１）不可抗力等による開催中止等 

・主催者は、天災その他、不可抗力によるやむを得ない事情で会期を変更し、または開催を中止する場合

があります。この場合、主催者は中止によって生じた損害の補償の責を負いません。また、それまでに

要した経費は出展者に負担して頂きます。 

 

（２）禁止事項 

・小間の譲渡・転貸・交換 

・照明や音量等により、他の出展者に対し迷惑となる行為 

・公序良俗に反する行為 

 

（３）出展物の保護管理 

・出展者は会場全般の保全にあたります。 

・出展者は、準備・撤去中および開催期間中、自社出展物の保護、管理の責任を負うものとします。 

・天災その他不可抗力による損傷、紛失、火災、盗難等の事故について、主催者はその責を負いません。

したがって、出展者は出展物保護にあたるとともに、保険を付する等の措置をとって下さい。 

 

（４）安全の確保 

・出展者は、搬入・搬出、施工、実演等の作業全般について、事故防止策を講じて下さい。 

・出展者の行為により事故等が発生した場合は、当該出展者の責任において解決するものとします。 

・消防法等、法令による展示規制、その他安全確保のための展示装飾の改修と費用は、出展者負担とします。 

 

以 上 
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